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委 託 名 称

委 託 場 所

委 託 費 1,810,600 円 業 務 価 格 1,646,000 円

[業務内容]

　解体工事設計　

　１　旧豊田本自警消防隊火の見やぐら　鉄骨４脚、高さ約１１．３ｍ

　２　旧中台自警消防隊火の見やぐら　鉄骨４脚、高さ約１１．８ｍ

　３　旧伊佐沼自警消防隊器具置場・火の見やぐら　ＣＢ造平屋９．９１㎡、屋根上に火の見やぐらあり（高さ約１３ｍ）

川越市豊田本４丁目２４番地２ほか２箇所

旧豊田本自警消防隊火の見やぐらほか２棟解体工事設計業務委託

課　　長

設計業務委託  設 計 書 ・ 仕 様 書

委

託

の

大

要

　　令和８年度に予定されている３件の解体工事設計業務委託である。

年度令和



名　　　　　　　称 数　量 単　位

　１　業務価格

  ⑴　直接人件費 1 式 637,500

　⑵　諸経費 1 式 701,250

  ⑶　技術料等経費 1 式 200,650 （直＋諸）×  0.15 以下

  ⑷　特別経費 1 式 106,600

 業 務 価 格 1,646,000

　２　消費税等相当額 1 式 164,600

委 託 費 1,810,600

委　　　託　　　内　　　訳　　　書

金　　　　　　　　　　額 摘　　　　　　　　　　要

直接人件費　×　1.1

  A4版　設計用紙２号



解体工事設計業務委託仕様書 

 

本設計業務は「 埼玉県建築工事委託業務実務要覧（ 平成３ ０ 年版） 」 第２ －１ 「 埼玉県建

築工事設計業務委託共通仕様書」 第１ 章から 第３ 章を 準用する 。  

 

標準業務は、設計に必要な情報が提示さ れている 場合に、一般的な設計受託契約に基づき 、

その債務を 履行する ために行う 業務と する 。  

 

 

実施設計に関する 標準業務 

工事施工者が設計図書の内容を正確に読み取り 、 設計意図に合致し た建築物の工事を的確

に行う こ と ができ る よ う に、 ま た、 工事費の適正な見積り ができ る よ う に、 設計意図をよ り

詳細に具体化し 、 それら を総合し た成果図書を 作成する ために必要な業務を 表１ に定める 。 

 

＜表１ ＞ 

項目 業務内容 

( 1) 要求等の確認 ( ⅰ) 発注者の要求等

の確認 

実施設計に先立ち又は実施設計期間中、 発

注者の要求等を確認し 、 必要に応じ 、 設計条

件の修正を行う 。  

( i i )  設計条件の変

更等の場合の協

議 

状況の変化によ っ て、 発注者の要求等に変

化がある 場合、 施設の機能、 規模、 予算等基

本的条件に変更が生じ る 場合又はすでに設定

し た設計条件を変更する 必要がある 場合にお

いては、 発注者と 協議する 。  

( 2)  法令上の諸条件の

調査及び関係機関

と の打合せ 

( i )  解体工事に係る  

関係機関と の打

   合せ 

実施設計に必要な範囲で、 解体工事を行う

ために必要な事項について関係機関と 事前に

打合せを 行う 。  

( 3)  解体設計方針の策

  定 

( i )  総合検討 解体工事における 躯体、 内外装及び設備類

の各要素のほか、 アス ベス ト 含有建材等の適

切な処理について検討し 、 必要に応じ て業務

体制、 業務工程等を変更する 。  

( i i )  解体設計のた

   めの基本事項

   の確定 

発注者と 協議し て合意に達し ておく 必要の

ある も のを含め、 解体設計のための基本事項

を確定する 。  

( i i i )  解体設計方針 

の策定及び建

築主への説明 

総合検討の結果及び確定さ れた基本事項を

踏ま え、 解体設計方針を 策定する 。  

( 4)  設計図書の作成 ( i )  設計図書の作成 解体設計方針に基づき 、発注者と 協議の上、



技術的な検討、予算と の整合の検討等を行い、

解体設計図書を作成する 。 なお、 解体設計図

書においては、 工事施工者が解体すべき 建築

物及びその細部の形状、 寸法、 仕様、 工事材

料、 設備機器等の種別、 アス ベス ト 含有建材

の有無など 特に指定する 必要のある 解体に関

する 情報（ 工法、 施工管理の方法等含む） を

具体的に表現する 。  

( i i )  解体工事に係 

   る 申請図書の

   作成 

関係機関と の事前の打合せ等を踏ま え、 解

体設計図書に基づき 、 必要な関係機関等への

申請図書を作成する 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



解 体 設 計 業 務 仕 様 書 

 

Ⅰ 業務概要 

 １  解体対象物 

⑴  旧豊田本自警消防隊火の見やぐ ら  

   ア 委託場所 川越市豊田本４ 丁目２ ４ 番地２  

   イ  建築年  昭和６ １ 年 

      ウ  構造規模 鉄骨４ 脚 高さ  約１ １ . ３ ｍ 

 

⑵  旧中台自警消防隊火の見やぐ ら  

   ア 委託場所 川越市中台南２ 丁目１ ０ 番地１ ６  

   イ  建築年  昭和４ ６ 年 

ウ  構造規模 鉄骨４ 脚 高さ  約１ １ . ８ ｍ 

 

⑶  旧伊佐沼自警消防隊器具置場・ 火の見やぐ ら  

   ア 委託場所 川越市大字伊佐沼５ ４ 番地２  

   イ  建築年  昭和３ ６ 年 

ウ  構造規模 CB造平屋  

       屋根上火の見やぐ ら  高さ  約１ ３ ｍ 

エ 敷地面積 約３ ９ ㎡ 

オ 延床面積  約９ . ９ １ ㎡ 

 

 ２  履行期間 

契約締結日から 令和８ 年１ ０ 月１ ６ 日ま で 

 

Ⅱ 業務仕様 

 

  本特記仕様書（ 以下「 特記仕様書」 と いう 。 ） に記載さ れていない事項は、 「 埼玉県建

築工事設計業務委託共通仕様書」 （ 以下「 共通仕様書」 と いう 。 ） を 準用する 。  

 

１  設計業務の内容及び範囲 

 ⑴ 一般業務の範囲 

 

  ア 解体実施設計内容 

① 解体建築工事実施設計 

② 解体電気設備実施設計 

③ 解体外構設備工事実施設計 

  イ  発注予定工事 



   ① 旧豊田本自警消防隊火の見やぐ ら 解体工事 

   ② 旧中台自警消防隊火の見やぐ ら 解体工事 

   ③ 旧伊佐沼自警消防隊器具置場・ 火の見やぐ ら 解体 

    ※ 発注形態によ る 分割等の変更があった場合は監督員の指示によ る 。  

     その場合、 設計図書及び積算書は工事ごと に作成する こ と 。  

 

⑵ 追加業務の内容及び範囲 

ア 積算業務 

① 工事内訳書の作成 

② 積算数量算出書の作成 

③ 単価作成資料の作成 

④ 見積の徴収 

⑤ 見積比較検討資料の作成 

⑶ リ サイ ク ル計画書の作成 

⑷ 関係法令等に基づく 各種申請図書の作成 

⑸ アス ベス ト 定性分析調査（ ２ 検体）  

 

３  業務の実施 

 ⑴ 一般事項 

  ア①解体実施設計業務は、 解体対象建物等の現況を十分調査のう え、 関連法規及び適用

基準等によ っ て行う 。 可能なかぎり 実測し 、 図面に反映する こ と 。  

   ②仮設工事や安全対策に十分留意し たう えで、 周辺環境を 考慮し 解体工法検討する こ  

    と 。  

  イ  積算業務は、 下記の内容に留意し て作成する こ と 。  

   ① 積算は、 監督員の承諾を得た解体実施設計図をも って行う こ と と し 、 公共建築数

量積算基準、 公共建築設備数量積算基準等によ る 。  

② 設計単価の優先順位は、 埼玉県建築工事積算標準単価表→市場単価（ 施 工単

価・ 建築コ ス ト ・ 建設物価・ 積算資料等） →カタ ロ グ単価→見積り と する 。 ま た、

刊行物における 市場単価の比較資料を 作成し 、 設計単価を 決定する こ と 。 なお、 見

積り については、 見積り 先を ３ 者以上と 比較する こ と を原則と し 、 見積り 額を 整理

し た比較表を 作成し 、 監督員の承諾を 受ける こ と 。  

③ 見積り はあく ま で参考見積り と し 、 極力歩掛等によ り 代価を 作成する こ と 。 やむ

を得ず見積り を採用する 場合は、 埼玉県建築工事積算標準単価表や刊行物と の価格

比率等など によ り 、 監督員と 協議の上、 査定率を 決定する こ と 。  

④ 設計に使用し た単価資料はコ ピ ー等し 、単価採用部分をマーキングし て提出する

こ と 。  

⑤ 設計図書には特定の製品名又は製造所名等を 記載し てはなら ない。 ただし 、 こ れ

によ り 難し い場合はあら かじ め監督員と 協議する も のと する 。  

⑥ 数量は、 中間出来高時に使用でき る よ う に整理する こ と 。 なお、 詳細については



監督員の指示によ る こ と 。  

⑦ 単価の採用については、 最新のも のと する こ と 。  

⑧ 設計書の作成は、 Ｒ Ｉ Ｂ Ｃ ２ （ （ 一財） 建築コ ス ト 管理シス テム研究所） の内訳

書作成シス テムによ る こ と 。  

⑵ 打合せ及び記録 

  ア 打合せは次の時期に行い、 速やかに記録を作成し 、 監督員に提出する 。  

   ① 業務着手時 

   ② 監督員又は管理技術者が必要と 認めた時 

   ③ 設計業務実施状況について、 月初めに先月分の報告を行う 。 （ 委託期間毎月）  

⑶ 適用基準等 

  ア 共通 

① 川越市環境方針 

② 建設副産物の手引き  

③ 彩の国建設リ サイ ク ル実施指針                            

④ 建築物の解体等に係る 石綿飛散防止対策マニュ アル            

イ  建築 

① 建築物解体工事共通仕様書 

② 埼玉県建築工事特別共通仕様書 

③ 公共建築工事標準仕様書（ 建築工事編）  

④ 公共建築改修工事標準仕様書（ 建築工事編）  

⑤ 公共建築数量積算基準 

⑥ 公共建築工事内訳書標準書式（ 建築工事編）  

⑦ 営繕工事積算チェ ッ ク リ ス ト （ 建築工事編）  

ウ  設備 

① 埼玉県電気設備工事特別共通仕様書 

② 公共建築工事標準仕様書（ 電気設備工事編）  

③ 公共建築改修工事標準仕様書（ 電気設備工事編）  

④ 埼玉県機械設備工事特別共通仕様書 

⑤ 公共建築工事標準仕様書（ 機械設備工事編）  

⑥ 公共建築改修工事標準仕様書（ 機械設備工事編）  

⑦ 公共建築設備数量積算基準 

⑧ 公共建築設備工事内訳書標準書式（ 設備工事編）   

⑷ 貸与資料等 

  ア 設計図書等  

建築物名 既存図 CADデータ  備考 

旧豊田本自警消防隊火の見やぐ ら  無し  無し   

旧中台自警消防隊火の見やぐ ら  無し  無し   

旧伊佐沼自警消防隊器具置場その他 無し  無し  器具置場ｱｽﾍ゙ ｽﾄ調査報



告書あり  

  イ  貸与場所 （ 川越市役所建設部建築住宅課）  

  ウ  返却場所 （ 川越市役所建設部建築住宅課）  

⑸ 部分引渡し の指定部分 なし  

⑹ 成果物について 

ア 提出場所 川越市役所建設部建築住宅課 

  イ  提出期限 令和８ 年１ ０ 月１ ６ 日 

 提出図書等一覧表によ り 、 成果物引渡書に提出物一覧表を 添付のう え、 ク リ アボッ ク ス に

ま と め提出する こ と 。  

 

【 提出図書等一覧表】  

図書名等 部数 データ  備考 

１  解体図面    

・ 解体建築設計図（ 附属棟含む） １ 部 ○ 

・ 作成図面はＡ ２ と す

る が、 提出図面はＡ ３

縮小版と する 。  

・ 解体建築特記仕様書 １ 部 ○ 

・ 解体建築構造図 １ 部 ○ 

・ 解体設備設計図（ 屋外設備含

む）  

１ 部 ○ 

・ 解体設備特記仕様書 １ 部 ○ 

    

２  積算書類     

・ 解体工事費積算書 １ 部 ○  

・ 積算数量算出書 １ 部 ○  

・ 単価に関する 資料 １ 部 ○  

    

３  その他    

・ 各記録書（ 官公庁等の協議記

録等）  

 １ 部 ○  

・ 打合せ議事録  １ 部 ○  

・ 解体工事工程表（ 試案）   １ 部 ○  

・ 解体工法等の資料作成  １ 部 ○  

・ 電子データ（ Ｃ Ｄ －Ｒ ） （ 電

子納品作成要領によ る ）  

 １ 部 ○  

・ 現地調査写真綴り    １ 部     ○  

・ アス ベス ト 含有分析調査報告

 書 

 １ 部     ○  

・ 成果品収納ケース     



 ※ データ 形式は、 doc・ xl s・ pdf ・ dwg・ j pegを想定し ている が、 提出前に監督員の承諾

を得る こ と 。 （ 提出媒体はCD-Rも し く はDVD-Rと する ）  

⑺ アス ベス ト 含有建材について 

ア アス ベス ト 含有の可能性がある も のは早期に報告する こ と 。  

イ  アス ベス ト 含有の可能性がある 場合は、 本業務委託で分析調査を 実施し 、 分析結果

を設計図書に反映する こ と 。  

  ⑻ 成果物の取扱いについて  

   提出さ れたＣ Ａ Ｄ データ については、 当該解体工事の受注者に貸与し 、 当該解

体工事における 施工図作成等に使用する こ と がある 。  

  ⑼ 内訳書作成について 

   内訳書の作成は、 RI BC２ （ （ 一財） 建築コ ス ト 管理シス テム 研究所） の内訳書

作成シス テム によ る こ と 。  

 

 



旧伊佐沼自警消防隊器具置場・ 火の見やぐ ら  

アス ベス ト 分析調査特記仕様書 

 

１  建物概要 

名   称： 旧伊佐沼自警消防隊器具置場・ 火の見やぐ ら       

所 在 地： 川越市伊佐沼 54 番地 2 

建 築 年： 昭和 36 年度 

構造・ 規模： コ ンク リ ート ブロ ッ ク 造・ 平屋 

 

２  調査内容 

  図面の写し 及び現地確認によ り 、 対象施設から 試料を 採取し 、 JI S A 1481‐ 1：

2016「 建材製品中のアス ベス ト 含有率測定方法」 によ り 、 定性分析を 行う 。  

  現地作業にあたっては、 事前に現地を 確認し 、 担当職員及び対象施設管理者と 打

ち合わせを 行い、 調査対象部周辺の状況を十分に把握し て作業を 進める こ と 。 採取

の際は、粉じ んの飛散を防ぐ と 共に防塵マス ク を 着用する など の安全対策を講じ る

こ と 。 ま た、 高所での作業を 行う 場合は、 落下・ 転倒防止の対策を 講じ る こ と 。  

なお、 対象建材は下記のと おり と し 、 対象項目は、 ク リ ソ タ イ ル、 アモサイ ト 、

ク ロ シド ラ イ ト 、 ト レ モラ イ ト 、 アンソ フ ィ ラ イ ト 、 アク チノ ラ イ ト と する 。  

 

調査対象箇所 計２ 箇所 

※ 試料採取場所及び箇所数については、 担当職員と 協議の上、 決定する こ と 。 

 

旧伊佐沼自警消防隊器具置場： ２ 箇所 

部位 対象部材 対象室名（ 参考）  

天井 リ シン吹付 - 

屋根 塗膜防水 - 

 

※ サンプル採取後の補修方法については担当職員と 協議する こ と 。  

 

４  日程等 

試料採取等現地作業の実施にあたっ ては、 担当職員と 協議を 行い実施する こ と 。 

 

５  調査と り ま と め 

調査結果を整理製本の上、 調査結果報告書を１ 部提出する 。  

① 試験結果報告書（ 主材と 下地調整材等は層ごと に結果を記載する こ と ）  

（ 分析結果の証明書、 記録写真： 採取箇所及び採取試料、 採取位置図）  

② その他担当職員が必要と 認める も の 

 



６  その他注記事項 

 本調査において、 既存の建物等に損傷等を 与えた場合は、 受注者の責任において

修復する こ と 。  

 

７  再委託について 

  本業務の一部を 第三者に再委託する 場合は、 再委託する 業務内容、 再委託先の

名称、 再委託が必要な理由を 明記の上、 事前に書面にて提出し 、 川越地区消防組

合の承諾を 得る 必要がある 。  

 

８  実施計画書の提出について 

  試料採取前に実施計画書を 提出し 、 内容について監督員の承諾を 受ける こ と 。  
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電子納品作成要領 

 

１ ． 趣旨 

本要領は、 地質調査、 耐震診断及び設計等の業務委託のほか、 建築工事及び設備工事

等における 電子納品を実施する にあたり 必要な事項を定める 。  

 

２ ． 電子納品の定義 

電子納品と は、 地質調査、 耐震診断及び設計等の業務委託のほか、 建築工事及び設備

工事等の各業務段階の最終成果を電子データ で納品する こ と をいう 。  

 

３ ． 電子納品の対象と する 図書等 

別表 1、 別表 2 によ る  

 

４ ． 納品部数 

別表 2 によ る  

 

５ ． 電子データ 作成 

（ １ ） CAD データ  

・  DWG 形式と する 。 ただし 、 こ の形式によ る 提出が困難な場合は、 監督員と

協議のう え別形式と する こ と ができ る 。  

 

（ ２ ） Ｐ Ｄ Ｆ データ  

・  Ｃ Ａ Ｄ データ 変換も し く は原図から のダイ レ ク ト ス キャ ン方式によ り 、 PDF

形式ファ イ ルを 作成する こ と 。  

・  解像度は６ ０ ０ dpi 相当以上と する 。  

・  寸法合わせの誤差は極力無く し 、図面の原寸大になる こ と 。（ 過度の余白は入

れない）  

 

（ ３ ） 提出媒体 

・  提出する 記録メ ディ アは CD-R（ ６ ５ ０ MB 相当以上） と する 。  

・  フォ ルダ名及び構成については、 監督員の指示によ る 。  

・  CD-R 表面ラ ベル及び CD ケース には市指定の記載事項を明記する こ と 。  

 

６ ． 上記以外の電子データ 作成 

・  表形式はＭｉ ｃ ｒ ｏ ｓ ｏ ｆ ｔ  Excel（ .xls） 形式にて提出する こ と 。  

・  文書形式はＭｉ ｃ ｒ ｏ ｓ ｏ ｆ ｔ  Word（ .doc） 形式にて提出する こ と 。  

・  写真データ はＪ ｐ ｅ ｇ （ .jpg）（ .jpeg）（ .jpe） 形式にて提出する こ と 。  

・  ファ イ ル名及び構成については、 監督員の指示によ る 。  

・  その他の電子データ については、 監督員と 協議のう え提出する こ と 。  

 

 

 



 

７ ． 検査 

・  納品さ れる 成果物について、 記録媒体のキズ及び汚れ等の物理的ク レ ーム及

び、 記録内容の適正な検査を受けなければなら ない。  

・  検査の結果不合格の場合は、 監督員と 協議のう え再度ス キャ ニング作業等を

行う ほか記録媒体の交換等を行い、 再検査を受ける も のと する 。  

 

８ ． 厳守義務 

・  受注者は、 受注業務上知り 得た秘密を漏ら し てはなら ない。  

 

９ ． その他 

・  仕様書に明記の無い箇所及び不明な箇所は、 監督員と 協議のう え指示に従う  

こ と 。  

・  提出する Ｃ Ｄ －Ｒ はウ ィ ルス チェ ッ ク を行い、 委託名称、 作成年月、 受注者

名、 何枚目／総枚数、 ウ ィ ルス 対策ソ フ ト 名を記入する こ と 。  

 

 

 

別表 1   設計業務委託の電子納品対象図書 

種別 図書名 適用 備考 

設計図面 設計図面 ○ CAD データ ・ PDF データ  

設計書 設計書（ 内訳書）  ○ 単価比較表等を 含む 

写真 調査記録写真など ○  

その他提出書類  △  

○： 積極的に電子納品する も の    △： 状況によ り 電子納品する も の 

 

 

別表 2   納品内容およ び部数 

分類 対象図書 提出媒体 部数 

設計業務委託 

CAD データ 、 Jpeg データ 等 

・ 設計図面 

・ 設計書 

・ 写真（ デジタ ル写真の場合）  

・ その他提出書類 

CD-R 

（ ６ ５ ０ MB 相当以上）  

正・ 副各 1 部 

計 2 部 

PDF データ  

・ 設計図面 

CD-R 

（ ６ ５ ０ MB 相当以上）  

正・ 副各 1 部 

計 2 部 

 



 

  共通事項 

   （ 総則）  

 1)  設計業務受注者（ 以下「 受注者」 と いう ） は、 公務員の精神に則り 、 公共の利益の

  ためによ り 高度な知識と 経験を 傾注し 、 誠意を も っ て設計にあたら なければなら ない

 2)  受注者は、 業務上知り 得た秘密を漏ら し てはなら ず、 市の正当な利益を 擁護し なけ

  ればなら ない。  

   （ 設計の理念）  

 3)  受注者は設計にあたり 、 公共建築物の社会的使命と 機能を 十分に認識し て、 安全性

  合理性、 耐久性、 経済性、 及び維持保全性等を 研究し 、 設計し なければなら ない。  

 4)  受注者は、 建築物の敷地条件、 自然的条件及び社会的条件を 十分に調査研究し 、 創

  造性、 美観性及び機能性を 発揮し 、 川越市の風土を 活かし 市民にと っ て親し みやすく

  文化性の高いも のを設計し なければなら ない。  

 5)  建築物、 及び建築設備の設計にあたっ ては、 建築物の用途、 及び立地条件を 勘案し

  て、 その配置計画、 意匠計画、 構造計画、 建築設備設計等に省エネルギー・ 省資源対

  策を十分配慮し て設計し なければなら ない。  

 6)  受注者は、 市の示す設計要求書等に従っ て設計する も のと し 、 過大な設計を 行っ て

  はなら ない。 ま たコ ス ト 縮減を積極的に図る も のと する 。  

 7)  川越市環境方針に基づく 、 川越市環境にやさ し い率先実行計画（ 公共事業における

  環境配慮） に沿っ て、 環境への配慮を 徹底する も のと する 。 ま た、 ノ ン アス ベス ト 材

  料の選定を推進する も のと する 。  

 8)  ホルムアルデヒ ド 等有害化学物質の発生抑制を 図る など 室内環境に配慮する も のと

  する 。  

   （ 設計の技術援助の禁止）  

 9)  受注者は設計にあたり 、 施工業者、 又は製造業者等から 有償、 無償を 問わず一切の

  技術援助、 その他の利益、 又は助力を 受けてはなら ない。 ただし 、 特別の事由によ り

  必要と する 場合は、 市と 協議し 承諾を受けなければなら ない。  

   （ 協力事務所に関する 協議等）  

 10)  受注者は、 受注し た設計のなかで構造設計、 設備設計、 積算等の協力事務所を 必要

  と する 場合は、 市と 協議し 、 再委託に関する 承諾を 受けなければなら ない。 仕様書の

  各事項は、 協力事務所にも 適用する も のと する 。  

   （ 打合せ等）  

 11)  設計業務を 適正かつ円滑に実施する ため、 管理技術者と 監督員は常に密接な連絡を

  と り 、 業務の方針及び条件等の疑義を 正すも のと し 、 その内容については、 その都度

  受注者が打合せ記録簿に記録し 、 相互に確認し なければなら ない。  

 12)  受注者が設計業務実施のため必要な事項について関係機関と 協議等を 行った場合は

  協議内容等を 取り ま と め、 打合せ記録簿に記録し 、 監督員に提出する 。  

   （ 材料、 工法等）  

 13)  使用材料の選定にあたっては、 十分に検討の上、 使用する も のと し 、 諸資材は、  

  県内産品の使用を 優先する よ う 配慮する も のと する 。  

 14)  新材料、 新製品、 新工法については、 相当な期間の使用経験、 施工実績等を 勘案し

  積極的な採用はさ し ひかえる も のと する 。  

 15)  特許、 実用新案等を伴う 材料、 工法は、 採用し てはなら ない。  

 16)  外国製の材料、 機器は、 使用し てはなら ない。  

 17)  14) 、 15) 、 16) については、 市がその使用、 採用について承諾し た場合はこ の限り で

はない。  

 

 

 

 

 

 



   （ 図面表示）  

 18)  機械、 機器類の容量、 圧力等の数値は、 日本工業規格、 その他公的な規格のある も

  のと する 。 ただし 、 特定の事由によ り 製造業者のカタ ロ グ値、 公表値等を 表示する 場

  合は、 あら かじ め監督員と 協議し 承諾を受けなければなら ない。  

 19)  機械、 機器の性能及び作動方法等並びに姿図及び詳細図等は、 特定の製造業者等の

  １ 社によ る も のを 表し てはなら ない。 ただし 、 特定の事由によ り 必要と する 場合は、

  あら かじ め監督員と 協議し 承諾を受けなければなら ない。  

   （ 積算）  

 20)  工事価格を 積算する ための数量の計測・ 計算の方法及び価格の算出方法については

  「 建築工事数量積算基準・ 同解説（ 建築工事建築数量積算研究会制定） 」 「 建築設備

   数量積算基準・ 同解説（ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 」 に拠り 、 内訳書の

   作成については「 建築工事内訳書作成要領（ 建築工事内訳書標準書式検討委員会制

   定） 」 「 公共建築工事内訳書標準書式【 設備工事】 ・ 同解説（ 国土交通省大臣官房

   官庁営繕部監修） 」 に拠る も のと する 。              

 21)  設計、 及び積算にあたり 、 製造業者、 商社等から 参考見積を と る 場合は、 あら かじ

  め監督員と 協議を 行う 。  

   （ 関係法令等の遵守）  

 22)  設計業務の実施に当たっ ては、 建築基準法、 消防法、 その他の関係法令等を 遵守し

なければなら ない。  

 23)  各種打合せの結果、 設計に重大な影響を及ぼす事項がある 場合は、 遅滞なく 市に連

  絡し なければなら ない。  

   （ その他）  

 24)  設計にあたっ ては、 「 埼玉県福祉のま ちづく り 条例」 、 「 高齢者、 身体障害者等が

円滑に利用でき る 特定建築物の建築の促進に関する 法律」 、 「 ふる さ と 埼玉の緑を

守り 育てる 条例」 、 「 川越市開発行為等指導要綱」 及び「 雨水調整計算要綱」 等を

遵守し なければなら ない。  

 25)  報告書等を印刷物で作成、 提出する 場合は、 古紙配合率７ ０ ％以上、 本文白色度 

  ７ ０ ％程度以下と する 。  

 26)  各種の設計にあたり 、 別に示さ れた指導、 基準、 要領、 指針等が有る 場合は、 それ

に従う も のと する 。  

 27)  基本設計、 実施設計については、 埼玉県建築工事設計業務委託共通仕様書第３ 章、

  第４ 章をそれぞれ準用する 。  


